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７世教指第１０６５号 

令和７年１２月２６日 

 

                世田谷区教育委員会事務局教育指導課 

 

「ＡＩ英会話及びオンライン国際交流事業業務委託」に関するプロポーザル実施要領 

 

１ 事業の概要 

（１）契約予定件名 

ＡＩ英会話及びオンライン国際交流事業業務委託 

 

（２）目的 

世田谷区教育振興基本計画では、児童・生徒の英語による実践的なコミュニケー

ション能力の育成とともに、国際理解を深め、世界の人々と共に生きていくことの

できる資質・能力の基礎を醸成する取り組みを推進している。本事業では、中学校

全学年の外国語の学習において、授業時間、朝学習や自宅学習等でＡＩ英会話を導

入し、スピーキング内容の評価を通して「英語を話す」ことへの意欲向上を図り、

英語力のスキルアップにつなげることを目指す。併せて、海外の対同年代の生徒と

のオンライン国際交流を、中学１年生及び中学２年生を対象に年２回実施すること

で、実践的なコミュニケーションから、主体的な英語学習へのモチベーション向上

を図り、異文化理解を深めること。 

 

（３）業務内容 

  区立中学校全学年生徒を対象に、授業時間、朝学習や自宅学習等での外国語学習

においてＡＩ英会話を導入すること。併せて、中学１年生及び中学２年生を対象に、

海外の対同年代の生徒とのオンライン国際交流を年２回実施すること。 

  ① 生徒が電子端末を用いて生成ＡＩを相手に英会話のやり取りや音読を実施す

ること。 

  ② 教員向けサポートを行うこと。 

  ③ オンライン国際交流を実施すること。 

  ④ ＡＩ英会話及びオンライン国際交流のアンケートを実施すること。 

 

（４）履行期間 

令和８年４月１日から令和９年３月３１日までとする（予定）。 

※本事業に係る予算の配当を条件とする。 

※履行内容が良好と認められる場合は、各年度の本事業に係る予算の配当を 

条件とし、令和９年度についても同じ事業者と随意契約を締結する。 

なお、契約は単年度ごととする。 
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（５）履行場所 

  世田谷区立中学校（３０校）、自宅学習等の校外 

 

２ 提案限度額 

令和８年度の事業費上限は、７２，４３５，０００円（税込）とする。 

※本事業に係る令和８年度予算が成立し、予算の配当がなされることを条件とす

る。 

※令和９年度についても同程度を見込む 

 

３ プロポーザル方式を採用する理由 

  本事業は、中学校全学年の外国語の学習において、授業時間、朝学習や自宅学習

等でＡＩ英会話を導入し、スピーキング内容の評価を通して「英語を話す」ことに

慣れることを目指す。併せて、海外の対同年代の生徒とのオンライン国際交流を、

中学１年生及び中学２年生を対象に年２回実施することを目的とする。 

事業の実施については、生徒の外国語におけるコミュニケーション能力を最大限

に高める工夫をし、効果的な学びにつながる事業提案が可能な専門的知識を持つ事

業者である必要があるため、事業者の能力等を審査し、広く募集をするプロポーザ

ル方式が最適であることから、プロポーザル方式により事業者を選定する。 

 

４ 参加資格 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項に該当し

ないものであること。 

（２）世田谷区から入札参加禁止又は指名停止を受けている期間中でないこと。 

（３）法人事業税（「地方法人特別税」を含む）、法人税又は所得税、消費税及び地方

消費税、都道府県民税・市町村民税に滞納がないこと。 

（４）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条の規定による更生手続開始

の申立て若しくは民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条の規定に

よる再生手続開始の申立てがされていないこと。 

（５）「ＡＩ英会話及びオンライン国際交流事業に係る事業者選定委員会」の委員が主

宰、役員、顧問及び所属をしている事業者でないこと。 

 構成員は以下の通り。 

委 員 長：学校教育部副参事（学校経営・教育支援担当） 赤司 祐介 

副委員長：教育指導課長                山本 修史 

委  員：世田谷区立小学校長会代表          前田 恵理 

委  員：世田谷区立中学校長会代表          簗瀬 学 

委  員：統括指導主事                稲 満美 

委  員：指導主事                  高麗 裕太 

 

５ 提案条件説明書の交付期間及び方法 

（１）提案条件説明書の交付期間 
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令和７年１２月２６日（金）から令和８年１月１５日（木）までの土・ 

日曜日、祝日、年末年始を除く午前９時から午後５時まで。 

（２）方法 

世田谷区ホームページ（ページ ID：30423）にて掲載する。 

希望者に無償交付する。 

https://www.city.setagaya.lg.jp/kuseijouhou/keiyakunyuusatsu/category/13141.html 

区ホームページ→業者の方へ→現在募集中のプロポーザル情報→子ども・教育・若者支援  

 

６ 参加表明書等の提出期限、提出先及び方法 

（１）提出期限 

   令和８年１月１５日（木）午後５時まで 

（２）提出先 

   「１６ 本件担当部課」のとおり 

（３）方法 

   持参または郵送（締切日必着、簡易書留に限る）により提出 

（４）提出書類及び部数 

  ① 様式１「参加表明書」【原本１部】 

  ② ４ 参加資格（３）を確認できる書類 

納税証明書（「法人事業税（「地方法人特別税」を含む）」、「法人税又は所得税」、 

「消費税及び地方消費税」及び「都道府県民税・市町村民税」）【正１部】 

     ※発行から３ヵ月以内の原本 

  ③ 履歴事項全部証明書【正１部】 

※発行から３ヵ月以内の原本 

  ④ 財務諸表（過去３年間）【正１部】 

※世田谷区の競争入札参加資格を有している場合は、 

① 様式１「参加表明書」【原本１部】 

② ４ 参加資格（３）を確認できる書類 

納税証明書（「都道府県民税・市町村民税」）【正１部】 

※発行から３ヵ月以内の原本 

（５）招請通知 

令和８年１月１９日（月）までに参加資格を確認のうえ、提出者に招請通知を 

発送する。 

（６）辞退 

参加表明後に何らかの事情により辞退する場合は、様式３「参加辞退届」を提 

出すること。 

 

７ 提案書の提出者を選定する基準 

本件では提出者の選定は行わず、参加資格の確認のみを行うものとする。 

 

８ 提案書の提出期限、場所及び方法 

https://www.city.setagaya.lg.jp/kuseijouhou/keiyakunyuusatsu/category/13141.html
https://www.city.setagaya.lg.jp/kuseijouhou/keiyakunyuusatsu/category/13141.html
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（１）提出期限 

   令和８年２月１３日（金）午後５時まで 

（２）提出先 

   「１６ 本件担当部課」のとおり 

（３）方法 

   持参または郵送（期限までに必着、簡易書留に限る）により提出 

（４）提出書類及び部数 

「提案書」正本１部、副本７部提出すること。 

また、電子メールにて、PDFデータを提出すること。 

 

９ 提案書の内容 

（１）仕様 

① 書式はＡ４サイズとし、枚数について指定はなく、簡潔明瞭に記述するものと 

する。また、資料添付も可とする。 

② 表紙は、様式２「提案書の提出について」を使用すること。 

③ 頁をふり、目次をつけること。 

④ 原本以外の副本（添付書類を含む）は、事業者名が分からないように、事業者 

名を用いた商品名等を削除するかマーキングして隠すこと。 

⑤ 見積書は、１部を原本とし、その他７部は写しとして副本に添付すること。 

（２）提案書の項目 

① 法人概要 

ア 商号又は名称（株式会社・有限会社等法人格の種類もあわせて表示する 

こと。） 

イ 本店所在地（ビル名等方書きがあれば明記すること。） 

ウ 設立登記年月日 

エ 提案書作成日直近における従業員数 

オ 提案書作成日現在の資本金額 

カ 経営方針 

キ 最新年度（期）の財務状況がわかる資料 

② 本業務に対する提案内容 

   ア 本業務への取組方針（基本方針等） 

イ 本業務の実施体制（実施スケジュール、区への連絡体制等） 

   ウ 実施プログラム（実施内容等） 

エ 業務のサポート体制(事故及トラブル発生時の連絡体制、苦情対応におけ 

るサポート体制等) 

③ 個人情報の保護に関する考え方・体制 

④ 現年度及び過去５年度の同種事業を実施した契約実績 

⑤ 受託経費見積書（令和８年度及び令和９年度） 

⑥ その他アピールしたい貴事業者の特徴等 ※具体的に記入すること 
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１０ 評価基準 

（１）本業務への取組方針 

（２）本業務の実施体制 

（３）実施プログラム 

（４）業務のサポート体制 

（５）個人情報の保護に関する考え方・体制 

（６）同種事業の実績 

（７）経営の財政状況 

（８）受託経費見積の妥当性 

 

１１ 審査方法 

提案書の審査は、「ＡＩ英会話及びオンライン国際交流事業に係る事業者選定委 

員会設置要綱」に定める委員が行う。 

（１）１次審査（書類審査） 

① 応募事業者から提出された提案書を、評価基準に基づいて審査する。 

② １次審査の結果、上位３者程度を選抜する。 

③ １次審査の結果は、令和８年２月２０日（金）までに様式１「参加表明書」に 

記載の電子メールアドレスにメールにより通知する。 

（２）２次審査（プレゼンテーション、質疑応答） 

① 令和８年２月２７日（金）実施予定。 

② 評価基準に基づいて審査する。 

③ 出席者は、各事業者３名までとする。 

④ １事業者につき約２５分とする。（プレゼンテーション１５分、質疑応答 

１０分） 

⑤ ２次審査の結果は、令和８年３月２日（月）までに様式１「参加表明書」に 

記載の電子メールアドレスにメールにより通知する。 

 

１２ 質問受付 

（１）受付期限 

   令和８年１月２６日（月） 

（２）方法 

電子メールにて提出すること。 

※メールアドレスは招請通知にて記載する。 

（３）提出先 

   「１６ 本件担当部課」のとおり 

（４）回答 

令和８年２月２日（月）までに招請通知を送付した全事業者に対し電子メール 

にて回答する。 

 

１３ 参加者の失格 
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次の事項の一つ以上に該当するときは、失格とする場合がある。 

（１）定められた提出方法、提出先及び提出期限に適合しないとき。 

（２）指定する様式及び記載上の留意事項に示された条件に適合しないとき。 

（３）虚偽の内容が記載されているとき。 

（４）審査結果に影響を与えるような工作をしたとき。 

（５）その他、説明書に違反すると認められるとき。 

 

１４ 提案にあたっての留意事項 

（１）手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

（２）契約保証金は免除する。 

（３）契約時に契約書の作成を要する。 

（４）当該業務に直接関連する他の業務の委託契約を、当該業務の委託契約の相手方

との随意契約により締結する予定は無し。 

（５）関連情報を照会するための窓口は、「１６ 本件担当部課」とする。 

（６）本提案にかかる一切の費用については、すべて提案者の負担とする。 

（７）区が必要と認める場合は、追加資料を求めることができる。 

（８）事業者からの提出物は返却しない。 

（９）区は、この案件に参加を表明した者及び提案書を提出した者の商号・名称並び

に提案書を特定した理由（審査経過等）を公表することができる。 

（１０）詳細は提案条件説明書による。 

（１１）本プロポーザルは、事業者の選定のみを目的とし、提案書の内容に区は拘束

されない。 

（１２）本業務に係る契約締結は、当該業務に係る令和８年度予算が成立し、予算配

当がなされることを条件とする。 

（１３）区との契約では単年度で予定価格２，０００万円以上の業務委託契約は、世

田谷区公契約条例の定める労働報酬下限額の対象となる。本件は対象案件となる

ので詳細は別紙を確認すること。 

 

１５ 選定スケジュール 

令和７年１２月２６日（金）     公募開始、提案条件説明書配布開始 

令和８年 １月１５日（木）午後５時 参加表明書提出期限 

１月１９日（月）     招請通知発送 

      １月２６日（月）     質問提出期限 

      ２月 ２日（月）     質問回答 

      ２月１３日（金）午後５時 提案書提出期限 

      ２月２７日（金）     プレゼンテーション及び質疑応答 

      ３月 ２日（月）         最終選定結果通知 

 ４月 １日（水）予定   契約締結 

 

１６ 本件担当部課 
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世田谷区教育委員会事務局学校教育部教育指導課  

〒154-8504 世田谷区世田谷４丁目２１番２７号 

世田谷区役所 東棟６階 ６０３番窓口 

電話：03－5432-2706 FAX 03-5432-3041 

メールアドレス：招請通知にて記載する。  

 

附 則 

 この要領は、令和７年１２月２６日から施行する。 



03-5432-2145 2152 2173 2435
FAX 03-5432-3046
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